
議案第２００号 

 

 

大田市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

大田市手数料条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定する 

 

ものとする。 

 

 

令和５年１２月１８日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   
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大田市条例第  号 

大田市手数料条例の一部を改正する条例 

大田市手数料条例（平成１７年大田市条例第５８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

戸籍等関係 

手数料を徴する事項 手数料の金額 

⑴ 戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）

第１０条第１項、第１０条の２第１項か

ら第５項まで若しくは第１２６条の規定

に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付

又は同法第１２０条第１項、第１２０条

の２第１項若しくは第１２６条の規定に

基づく戸籍証明書の交付 

１通につき ４５０円 

⑵ 戸籍法第１０条第１項、第１０条の２

第１項から第５項まで又は第１２６条の

規定に基づく戸籍に記載した事項に関す

る証明書の交付 

証明事項１件につき ３

５０円 

⑶ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に

基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の

発行（情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律（平成１４年法律第１

５１号）第７条第１項の規定により同法

第６条第１項に規定する電子情報処理組

織を使用する方法（総務省令で定めるも

のに限る。以下この表において同じ。）

により戸籍電子証明書提供用識別符号の

発行を行う場合（当該発行に係る戸籍電

子証明書の請求が同条第１項の規定によ

戸籍電子証明書提供用識

別符号１件につき ４０

０円 
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り同項に規定する電子情報処理組織を使

用する方法により行われた場合に限

る。）における当該発行及び戸籍電子証

明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電

子証明書の請求を行う者が同時に当該戸

籍電子証明書が証明する事項と同一の事

項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又

は戸籍証明書の請求を行う場合における

当該発行を除く。） 

⑷ 戸籍法第１２条の２において準用する

同法第１０条第１項若しくは第１０条の

２第１項から第５項までの規定若しくは

同法第１２６条の規定に基づく除かれた

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法

第１２０条第１項、第１２０条の２第１

項若しくは第１２６条の規定に基づく除

籍証明書の交付 

１通につき ７５０円 

⑸ 戸籍法第１２条の２において準用する

同法第１０条第１項若しくは第１０条の

２第１項から第５項までの規定又は同法

第１２６条の規定に基づく除かれた戸籍

に記載した事項に関する証明書の交付 

証明事項１件につき ４

５０円 

⑹ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に

基づく除籍電子証明書提供用識別符号の

発行（情報通信技術を活用した行政の推

進等に関する法律第７条第１項の規定に

より同法第６条第１項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法により除籍電

子証明書提供用識別符号の発行を行う場

合（当該発行に係る除籍電子証明書の請

除籍電子証明書提供用識

別符号１件につき ７０

０円 
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求が同項の規定により同項に規定する電

子情報処理組織を使用する方法により行

われた場合に限る。）における当該発行

及び除籍電子証明書提供用識別符号の発

行に係る除籍電子証明書の請求を行う者

が同時に当該除籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する除かれた戸

籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の

請求を行う場合における当該発行を除

く。） 

⑺ 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７

条において準用する場合を含む。）の規

定に基づく届出若しくは申請の受理の証

明書の交付、同法第４８条第２項（同法

第１１７条において準用する場合を含

む。）若しくは第１２６条の規定に基づ

く届書その他市長の受理した書類に記載

した事項の証明書の交付又は同法第１２

０条の６第１項の規定に基づく届書等情

報の内容の証明書の交付 

１通につき ３５０円 

⑻ 戸籍法第４８条第１項（同法第１１７

条において準用する場合を含む。）の規

定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養

子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理

について、請求により戸籍法施行規則

（昭和２２年司法省令第９４号）第６６

条第２項に規定する様式による上質紙を

用いる場合の証明書の交付 

１通につき １，４００

円 

⑼ 戸籍法第４８条第２項（同法第１１７

条において準用する場合を含む。）の規

書類又は届書等情報の内

容を表示したもの１件に
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定に基づく届書その他市長の受理した書

類を閲覧に供する事務又は同法第１２０

条６第１項の規定に基づく届書等情報の

内容を表示したものを閲覧に供する事務 

つき ３５０円 

⑽ 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８

１号）第１１条の２第１項の規定に基づ

く住民基本台帳の一部の写しの閲覧 

１件につき ３００円 

⑾ 住民基本台帳法第１２条第１項、第１

２条の３第１項若しくは第２項、第１２

条の４第１項、第１５条の４第１項、第

３項若しくは第４項、第２０条第１項、

第３項若しくは第４項又は第２１条の３

第１項、第３項若しくは第４項の規定に

基づく住民票の写し（住民基本台帳ネッ

トワークシステムによる広域交付を含

む。）若しくは住民票の除票の写し又は

住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の

写し若しくは戸籍の附票の除票の写しの

交付 

１通につき ３００円 

⑿ 印鑑登録証の交付 １枚につき ３００円 

⒀ 印鑑登録証明書の交付 １通につき ３００円 

⒁ 身分証明書の交付 １通につき ３００円 

⒂ 道路運送車両法（昭和２６年法律第１

８５号）第３４条第２項（同法第７３条

第２項において準用する場合を含む。）

の規定に基づく自動車の臨時運行の許可

の申請に対する審査 

１両につき ７５０円 

附 則 

この条例は、戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第１７号

）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。 
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大田市手数料条例の一部改正に関する説明資料 

 

 

１ 改正の理由 

 

戸籍法及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正

に伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 

⑴ 本籍地以外での戸籍謄本等の交付事務（広域交付）が追加され

ることに伴い、戸籍等関係の手数料を徴する事項に関係規定を加

える。 

（別表第１） 

 

⑵ 戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号について、戸籍・除籍電

子証明書の請求があった場合の事務内容及び手数料に関する規定

を新たに定める。 

 事務の内容 手数料の金額 

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 ４００円 

除籍電子証明書提供用識別符号の発行 ７００円 

（別表第１） 

 

３ 施行期日 

 

戸籍法の一部を改正する法律附則第１条第５号に掲げる規定の施

行の日（令和６年３月１日）から施行する。 
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議案第２０１号 

 

 

大田市公共施設照明ＬＥＤ化業務委託ＥＳＣＯ契約の締結

について 

 

次のとおり、大田市公共施設照明ＬＥＤ化業務委託ＥＳＣＯ契約を

締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

令和５年１２月１８日提出 

 

 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

 

１ 契 約 の 目 的  大田市公共施設照明ＬＥＤ化業務委託 

 

２ 契 約 の 方 法  随意契約（公募型プロポーザル方式） 

 

３ 契 約 の 金 額  ３７９，６１０，０００円 

 

４ 契約の相手方  

大田市公共施設照明ＬＥＤ化業務委託共同プロジェクト 

（代表企業） 広島県広島市西区庚午北２丁目８番１１号 

岩崎電気株式会社 広島営業所 

所長 馬野 直樹 

   （構成企業） 島根県大田市波根町字西ノ迫８００番５５ 

          島根電工株式会社 大田営業所 

          所長 山尾 峰之 
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（参考資料） 

 

地方自治法（抜粋） 

 

〔議決事件〕 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなけ

ればならない。 

⑴～⑷ 略 

⑸ その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定め

る契約を締結すること。 

（以下略） 

 

 

 

大田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（抜粋） 

 

（議会の議決に付すべき契約） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５

号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価

格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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大田市公共施設照明ＬＥＤ化業務委託ＥＳＣＯ契約の締結

に関する説明資料 

 

 

１ 審 査 日 時  令和５年８月９日 午後３時 

 

２ 提案上限額  ４２６，０００,０００円 

 

３ 提 案 額  ３８０，６００,０００円 

 

４ 契 約 額  ３７９，６１０,０００円 

 

５ 契 約 期 間  本議案議決の日から令和１７年３月３１日まで 

 

６ 業 務 内 容  公共施設照明ＬＥＤ化に係る設計、施工、維持管理 

 

７ 提案事業者  １グループ 

 

 

【参考】                         

  
プロポーザル 

提案上限額 

プロポーザル 

提案額 
契約額 契約期間 

調査業務委託契約 14,000 13,200 13,200 
令和5年8月31日 

～令和5年12月1日 

ＥＳＣＯ契約 426,000 380,600 379,610 
議案議決日 

～令和17年3月31日 

 設計費 15,000 12,430 12,430  

 材料費 176,000 153,384 152,900  

 施工費 211,000 191,686 192,170  

 維持管理費 24,000 23,100 22,110  

合計 440,000 393,800 392,810  

 ※網掛け部分が議決対象 

（単位：千円） 

内 

訳 
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